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２Ｅ０１

スタートアップエコシステム形成に向けた 制度の国際比較

― スタートアップエコシステム形成の成功要因についての考察 ―

野瀬 ひかる ○藤田 正典 （立命館アジア太平洋大学）

 はじめに

日本政府は， 年を「スタートアップ創出元年」と位置付け，日本にスタートアップを創出するた

めのさまざまな施策を推進しているが，日本のスタートアップ企業への投資規模やユニコーン企業（評

価額が 億ドルを超える，設立 年以内の未上場のスタートアップ企業）の数などは米国や中国など

のそれらにはるかに及ばない．これらの状況を踏まえ，本稿では，スタートアップ企業を生み育てるエ

コシステム形成の成功要因について，政府が提供する （ ）制

度に注目して分析する．具体的には，日本と米国および中国に加え，韓国やシンガポールの 制度を

取り上げて，その支援対象先，支援元省庁，支援フェーズの連続性，プログラムマネージャーの存在な

どの観点から調査・分析し，スタートアップエコシステムの円滑な形成への示唆を得ることを目指す．

 背景と目的

 制度

米国の中小企業技術革新制度（ ）は，米国内の新的な中小企業

を，連邦政府資金による商業化（ ）の可能性のある研究開発に関与させることにより，

米国経済の技術革新を促進する制度である［ ．

また， 年に創設された中小企業技術革新制度（日本版 制度）は，米国の 制度をモデル

に中小企業政策の一環としてスタートし，中小企業の新技術を利用した事業活動を促進するため，関係

省庁が連携して，中小企業者及び研究者等の事業を営んでいない個人に対して，研究開発とその成果の

事業化を支援するものである．創設された日本版 制度は中小企業等の経営力強化を目的としたも

のであったため，これまでの運用を経て様々な課題が明らかになっており，科学技術・イノベーション

創出の活性化を通じた知識・人材・資金の好循環を目的に， 年に日本版 制度の改正法が成立

した［ ．

 関連研究

渡邉，他（ ）は，中小企業技術革新制度（日本版 制度）について，米国 制度と比較し，

その制度改革について取り纏め，日本版 制度における課題として，日本版 制度の目的や対象

にずれが生じているなどの「支出目標の設定プロセス上の課題」，一部の省庁の補助金等が占める比率

が増加し相対的にその他の省庁の比率が減少するなどの「特定補助金等のポートフォリオの課題」，日

本版 制度の対象企業を段階的に選抜しながら支援する（多段階選抜方式）などの「特定補助金等の

交付における統一ルールの不在」，研究開発成果の事業化までをサポートできていないなどの「研究開

発の事業化に関する課題」を挙げた［ ．

藤田，他（ ）は，成功するスタートアップエコシステムの要因を明らかにすることを目的に，ア

ジアのスタートアップエコシステムについて， （ ：

政治，経済，社会，技術）の観点から比較，分析を行い，その結果，成功するスタートアップエコシス

テムの要因として，多くのスタートアップ企業に必要となる技術面や経済面だけでなく，政治面，例え

ば「政府の政策」「政府の関与の度合い」「政府の対応のスピード感」などが示唆された［ ．

 本研究の目的

本研究では，スタートアップを生み育てるエコシステム形成の成功要因について，政治面，とりわけ
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制度に注目して調査・分析する．渡邉，他（ ）の研究は，米国の 制度がスタートアップ

の創出に成功しているという前提のもと，米国と日本の 制度を比較しているが，成功していると

される米国とそうでない日本に，中国やシンガポールおよび韓国も加えて比較し，スタートアップエコ

システムの成功要因について， 制度に焦点を当てて調査・分析する．

 方法

藤田，他（ ）では，アジアのスタートアップエコシステムについて， の観点から比較し分析

を行い，その結果として，成功するスタートアップエコシステムの要因として，多くのスタートアップ

企業に必要となる技術面や経済面だけでなく，政治面，社会面が重要であることを示唆した［ ．本稿

では，渡邉，他（ ）が取り纏めた日米の 制度の概要も参考に，政治面，特に，以下のような

制度について調査・分析する［ ．

⚫ 制度における，支援対象先，支援元省庁，支援フェーズの連続性，プログラムマネージャー

の存在

本稿で政策面について調査する対象国について，世界レベルで政策提言と調査を行っている「

」が刊行している「 （ ）」によると，成功し

ているとされる米国シリコンバレーが 位，中国の北京 位，上海 位であり，一方，東京は 位

である．本研究では，これら以外に， 位のシンガポール， 位のソウルを加え，これら つの国を，

以下の通り，比較的成功しているといえる国とそうでない国に区分し，調査・分析する［ ．

⚫ スタートアップエコシステムが比較的成功しているといえる国：米国，中国，シンガポール

⚫ スタートアップエコシステムが比較的成功しているといえない国：日本，韓国

 結果

 日本

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局の「新 制度について」によると，図 に示す通り，

米国と比較し，日本は各省庁からの支援金額に偏りがある．すなわち，経済産業省が の支援金額

を占め，残りの割合を文部科学省や農林水産省など つの省庁により構成されている［ ］．

また，図 に示す通り，フェーズ毎の支援金額に着目すると，日本は 年の新 制度改定前ま

では開発段階のフェーズに資金が偏っていた ．さらに，米国ではアイデア段階から実用までを支援する

「プログラムマネージャーによる一貫したマネジメント」が存在するのに対し，日本ではそのようなプ

ログラムマネージャーが欠如していた［ ］．

 

 米国

日本と異なり，米国の 制度は，イノベーション創出のためにスタートアップ企業などの支援を

 
1 しかし，日本版 制度の改定後は が通常 年以内直接経費 万～ 万円程度，

が事業期間・補助額は，通常 ～ 年間で 万円～数億円程度支援されることになった．

図 各省庁の支援金額，およびフェーズ毎の支援金額イメージ

出所 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局，新 制度について，
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している．また，図１で示した通り，各省庁の支援金額に関して，日本が つの省庁の支援がほとんど

の割合を占めているのに対して，米国では，例えば，米国保健社会福祉省（ ）によるバイオなどの生

命科学研究など，複数のさまざまな省庁によってスタートアップ企業が支援されている［ ］．

フェーズ毎の支援金額に関しては，米国では支援金額の絶対額が比較的大きく，また多段階でのスク

リーニングが行われており，さらに，米国ではアイデア段階から実用までを支援するプログラムマネー

ジャーにより一貫したマネジメントがなされている［ ］．

 中国

中国では支援対象先としてイノベーションを創発しようとしている企業を重視している．その中でも，

特に，①次世代情報通信技術，②先端デジタル制御工作機械とロボット，③航空・宇宙設備，④海洋建

設機械・ハイテク船舶，⑤先進軌道交通設備，⑥省エネ・新エネルギー自動車，⑦電力設備，⑧農薬用

機械設備，⑨新材料，⑩バイオ医薬・高性能医療機器，の 分野に絞って支援を行っている［ ］．ま

た，支援を行う機関としては，イノベーションを推進する中国人民共和国科学技術部や国務院によって

先導されることが多い［ ］［ ］．

 韓国

韓国中央行政機関である中小企業ベンチャー企業部の「 年度中小企業技術革新支援計画（ ）」

の事業概要によると，韓国における支援先に関して，中小企業の新技術及び新製品開発に要する技術開

発関連費用を支援し，中小企業の技術競争力の向上を図ることを目標としている．また，図 に示す通

り， 年度 の支援事業内訳によると，一つの省庁（産業通商資源部）で全体予算の 以上を

担当しており，それに比例して事業数も大きな比重を占めている．支援フェーズに関しては，米国の場

合， が各フェーズによって実行期間と支援金がある程度範囲内に定められているのに対し，

の場合，フェーズ毎に段階化されることは無く，単に課題内容によって期間が短くて半年から長くて

年と決定され，支援金額も 千万ウォンから最大 億ウォンまで幅広く支援されている［ ］．科学技

術政策研究院（ ）は， のこれらの状況に対して，事業内容および担当機関によって支援フェ

ーズの区分など支援体系が明確でないため，フェーズ別支援体系を明確にすること， を担当する

省庁が共通のガイドラインを作ることなどの必要性を指摘し，さらに，中小ベンチャー企業部を中心と

したガバナンスの確立の必要性を指摘している．現在の における中小ベンチャー企業部の役割

は，単にモニタリングを行うことに留まっており，支援実績を報告する量を中心にした管理から，政策

本来の意図に基づき，中小企業の技術革新を国家的に支援する質を中心にした管理にすることが必要で

あると指摘している［ ］．

 

 シンガポール

シンガポールは，支援対象先を国内外の起業家とするだけではなく，起業家を支える投資家やアクセ

ラレータ，インキュベーター，さらには，海外を中心にインターンシップなどに参加する学生や若い従

図 韓国中小企業技術革新支援計画（ ）における各省庁の支援規模

出所 韓国中小ベンチャー企業部 年度 をもとに筆者作成
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業員などイノベーションを起こそうとしている幅広い対象先に対して支援を行っている［ ］．また，シ

ンガポールでは，スタートアップ企業を支援する機関として，経済開発庁 ，エンタープライズシン

ガポール ，科学技術研究庁 スター がある［ ］．シンガポールのスタートアップ支援の特徴と

して，他にも，国立シンガポール大学（ ）などと連携し，バイオや電子工学などの製造業に近いスタ

ートアップが活動するためのエコシステム構築事業を国内 カ所で手掛けていることが挙げられる．特

に，シンガポール政府はディープテックへの大規模な支援スキームを提供しており，技術開発などで巨

額の投資を必要とするディープテックへの支援が多い［ ］．さらにシンガポールでは，起業家を対象

に， 万シンガポールドルから 万シンガポールドルの助成や起業の助言（メンタリング）を提供して

いる．

 考察

 制度の国際比較

制度について，支援先の企業，支援元の省庁，支援フェーズの連続性，プログラムマネージャー

の観点から考察する． 

 支援先の企業

日本版（改正前） と韓国 は，中小企業を対象に経営支援に重点が置かれ，イノベーショ

ンを創発しようとしている人々・企業に特化して支援をしているわけではない ．

一方，シンガポールや中国は積極的に大学と連携し，学生を支援したり，国外籍の企業や人材にも支

援しており，このように支援先を多様化することがスタートアップエコシスムの成功要因の つかもし

れない［ ］．

これらのことから， の支援先企業として，（スタートアップ企業ではない，狭義の）中小企業に

支援をするのではなく，イノベーションを創発させようとしているスタートアップ企業に重点を置いて

支援を行うことが重要と考えられる．

 支援元の省庁

本稿で調査した か国には，スタートアップ支援を主導する省庁があり，実際に支援を行うのは複数

の省庁であり，同様の支援体制をとっている．たとえば，日本では，内閣府の科学技術・イノベーショ

ン推進事務局が取り纏め，実際に支援を行うのは各省庁であり，韓国では，中小企業ベンチャー企業部

がスタートアップ支援を取り纏め，実際に支援を行うのは各省庁である．

近年，科学技術が細分化，複合化，複雑化し，研究開発とその成果の実用化への道筋が複雑化するな

か，日本や韓国のように，一つの省庁が支援元の大部分を占め，特定の科学技術分野に偏り多様性が欠

如した投資のみではイノベーションの創発の可能性は困難かもしれない．

一方，米国のように複数の省庁が支援を行う場合，さまざまなイノベーション創発企業を支援するこ

とができるであろう．

これらのことから，スタートアップエコシスムが成功するためには，支援元の省庁の偏りをなくし支

援先スタートアップ企業の多様性を担保することが重要と考えられる．

 支援フェーズの連続性

スタートアップ企業にとって，どのフェーズでどのくらい資金的支援を得られるかを把握することは

重要であり，資金不足を回避し，研究段階，開発段階などの各フェーズで必要となる資金が適切に調達

できることは，企業経営にとって必須である．また，支援する省庁にとっても，フェーズ毎に段階的に

イノベーションを創発するスタートアップ企業を審査することは，効率的で効果的な支援にとって有効

であろう． 
したがって，多段階，複数回のスクリーニング制度（多段階の選抜制度）があり，フェーズ毎の支援

ルールがわかりやすく定まっていることが重要であると考えられる． 

 
2 日本版 制度は，改定後には，科学技術・イノベーション創出の活性化を通じた知識・人材・資

金の好循環を目的として掲げている．ただし，改定後にイノベーションを創発しようとしている企業

に対して適切に支援されているかについて，本稿では検証していない． 
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 プログラムマネージャーの存在

それぞれのスタートアップ企業に対して研究段階から商業化に至るまで一貫してアドバイスを行う

プログラムマネージャーを付けている国は多くない．また，プログラムマネージャーがいても，フェー

ズ毎にマネージャーが変わるなど，一気通貫して支援を行えない環境が多い．しかし，プロジェクトの

中間過程を含めたすべての過程において，政策を担当する省庁が中心になって他の省庁やプロジェクト

をコントロールし管理することによって政策自体の効果を向上させることができるであろう．したがっ

て，研究段階から商業化に至るまで一貫してアドバイスを行うプログラムマネージャーを設置すること，

そのためにマネージャー人材を育成することも重要な課題である． 

 制度と国家の体制

成功するスタートアップエコシステムに向け， 制度における効果的な個別施策の策定や施策の速

やかな実施に影響を与える可能性のあるものの一つとして，藤田，他（ ）では，権威主義または民

主主義など国家の体制を挙げた．すなわち，例えば，権威主義的な国家は，政策の決定やその実行が迅

速であり，このことがスタートアップエコシステムの成功要因と相関する可能性があると想定した．

本稿では，調査の対象とした つの国についての民主主義の度合いを， の

民主主義（ ）指標をもとに図３に示す．なお， はオックスフォード大学に拠

点を置き，貧困，病気，飢餓，気候変動，戦争，地球壊滅リスク，不平等などの大きな地球規模の問題

に焦点を当てた科学団体である［ ］．図３より，スタートアップエコシステムが比較的成功していると

考えられる米国，中国，シンガポールは，民主主義の指標が比較的高い国と低い国のいずれにも位置付

けられており，スタートアップエコシステムの成功と国家の民主主義の度合いとの相関性については明

らかではない．

今後， 制度における効果的な個別施策の策定や速やかな施策の実施に影響を与える事項につい

て，さらなる調査が必要である．

 

 まとめ

本稿では，スタートアップ企業を生み育てるエコシステム形成の成功要因について，政府が提供する

制度に注目して調査・分析した．具体的には，スタートアップエコシステムが比較的成功している

といえる国として，米国，中国，シンガポールを，そうとはいえない国として，日本，韓国を挙げ，

制度における，支援対象先，支援元省庁，支援フェーズの連続性，プログラムマネージャーの存在につ

いて，比較・分析を試みた．

その結果として，成功するスタートアップエコシステムの要因として，支援対象先としてイノベーシ

ョンを創発させようとしているスタートアップ企業に重点を置くこと，支援元の省庁の偏りをなくし支

援先スタートアップの多様性を担保すること，支援フェーズの連続性に関して多段階の選抜制度があり

フェーズ毎の支援ルールがわかりやすく定まっていること，研究段階から商業化に至るまで一貫してア

ドバイスを行うプログラムマネージャーを設置すること，そのためにマネージャー人材を育成すること

が重要であることが示唆された．

図 3 対象国の民主化度（Electoral democracy index（2023）） 
(出所) の （ ）をもとに筆者作成 
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本稿の調査・分析は，スタートアップエコシステムの成功要因を明らかにするにあたっての初期的な

調査であり，また，調査したスタートアップエコシステムが つのみであること，定量的な分析ではな

いことなど，多くの制約がある．今後さらなる研究が望まれる．
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